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厚生労働省 医政局地域医療計画課

災害等緊急時医療・周産期医療等対策室

医療的ケア児への支援

第4７回 永田町子ども未来会議（令和５年11月７日）



周産期の医療体制（第８次医療計画の見直しのポイント）

• 周産期医療の質の向上と安全性の確保のため、周産期医療に携わる医師の勤務環境の改善を進めつつ、必要に応じて周産期医療圏の
柔軟な設定を行い、医療機関・機能の集約化・重点化を進める。

• 保健・福祉分野の支援や小児医療との連携を含む周産期に関わる幅広い課題の検討に専門人材等も参画し、周産期医療に関する協議
会を活用する。

• ハイリスク妊産婦への対応や、医療的ケア児の在宅ケアへの移行支援など、周産期医療体制の整備を進める。

• 新興感染症の発生・まん延時に備えた周産期医療体制を整備する。

概 要

• 基幹施設を中心とした医療機関・機能の集約化・重点化を進める。ハイリスクでない
分娩は、その他の産科医療機関で取り扱うことや、分娩を取り扱わない医療機関にお
いて妊婦健診や産前・産後のケアや、オープンシステム・セミオープンシステム等を
実施することを検討するとともに、産科医師から助産師へのタスクシフト／シェア等
を進める。

周産期医療の集約化・重点化

• NICUや専門医などの機能や人材の集約化・重点化などを
通じて、総合周産期母子医療センターを中心として、周産
期医療に精通した医療従事者育成を含めて、母体又は児の
リスクが高い妊娠に対応する体制を構築する。

• 集約化・重点化により分娩施設までのアクセスが悪化した
地域に居住する妊産婦に対して、地域の実情に応じて対策
を検討する。

ハイリスク妊産婦への対応

• 医師の他、助産師等看護職を含むことを基本と
し、妊婦のメンタルヘルスケアに携わる人材や
消防関係者、さらに、地域の実情に応じて、歯
科医師、薬剤師、保健師等必要な職種その他の
関係者の参画を検討する。

• 社会的ハイリスク妊産婦への対応として、周産
期医療に関する協議会等を通じて、市町村が行
う保健・福祉等の支援等の情報共有を図り、支
援につなげる。
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• 周産期医療関連施設は、NICU長期入院児等が自宅に退院
する前に、当該施設の一般病棟や地域の医療施設への移動
等の段階を経ることにより、医療的ケア児の生活の場にお
ける療養・療育への円滑な移行を支援する。

• 分娩を取り扱う医療機関は、母子の心身の安定・安全の確
保等を図る観点から、産科区域の特定などの対応を講ずる
ことが望ましいなか、当該医療機関の実情を踏まえた適切
な対応を推進する。
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小児医療の体制（第８次医療計画の見直しのポイント）

• 小児患者が救急も含めて医療を確保できるよう医療圏を設定するとともに、地域の小児科診療所の役割・機能を推進する。
• 保健・福祉分野の支援や周産期医療との連携を含む、小児に関わる幅広い課題の検討に専門人材等も参画し、小児医療に関する協議
会を活用する。

• 医療的ケア児を含め、地域の子どもの健やかな成育が推進できるよう、支援体制を確保する。
• 保護者への支援のため、子ども医療電話相談事業（♯8000）を推進する。
• 新興感染症の発生・まん延時に備えた小児医療体制を整備する。

概 要

• 医療的ケア児が入院する医療機関は、児の入

院後、現在の病状及び今後予想される状態等

について家族等と話し合いを開始し、転院・

退院後の療養生活を担う医療機関や訪問看護

ステーション等との連絡や調整、福祉サービ

スの導入に係る支援を行う体制、緊急入院に

対応出来る体制、レスパイトの受け入れ体制

等を整備する。
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日常の相談

• ＃8000について、応答率等を確認し、回

線数を増やす等の改善の必要性を適宜検討

する。

• #8000対応者研修事業を活用し、相談者へ

の対応の質の向上を図る。

#8 0 0 0の推進

• 医師、看護師のほか、地域の実情に応じて、

助産師、児童福祉関係者や学校・教育関係

者、歯科医師、薬剤師、保健師等必要な職

種の参画を検討する。

• 小児科診療所は、地域における医療と保健、

福祉、教育との橋渡しの役割・機能を担っ

ており、小児医療に関する協議会の活用な

どを通じ、その役割・機能を推進する。
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• 集約化・重点化によりアクセスが悪化する

地域に居住する小児等に対する医療の確保

のため、オンライン診療について検討する。

その際には、対面診療を適切に組み合わせ

て行うことが求められることに留意する。

医療へのアクセス確保

国民（小児の保護者等）

#8000対応者研修事業#8000事業
（都道府県が実施）

#8000対応者研修に参加

相談対応の質の向上



NICU長期入院児への支援

4

●NICU等に長期入院児の在宅移行を促進させる目的にて行っている

●NICU等長期入院児支援は、①地域療育支援施設運営事業、②日中一時支援事業により

医療機関への運営費の他、施設整備、設備整備に対する財政支援を行っている。

（令和６年度概算要求額：

①、②いずれも、医療提供体制推進事業費補助金26,743 百万円の内数）

・新生児等に対する
高度な医療を提供

・NICUやGCUを整備

周産期母子医療センター

在 宅

地域療育支援施設

日中一時支援施設

在宅移行促進 【NICU等の満床の解消、在宅療養等への円滑な移行を促進】

・NICU等に長期入院している児童が、在宅に移行するためのトレーニング等を行う

・小児科医や理学療法士等で構成する医療ﾁｰﾑを設け、専用病床を２床以上有する

【在宅医療中の定期的医学管理、保護者の労力の一時支援】

・NICU等に長期入院していた在宅医療中の児童を、一時的に受け入れる

・小児科医等で構成する医療ﾁｰﾑを設け、呼吸管理に必要な機器を備える

一時的な受入れ


